
指定介護予防・日常生活支援総合事業  
第１号訪問介護事業(訪問型サービス)        

 
重 要 事 項 説 明 書 

                                        
         
当事業所は、ご契約者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業介護予防訪
問サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上
ご注意いただきたいことを、次の通り説明します。 
この「重要事項説明書」は、介護予防・日常生活支援総合事業介護予防訪問サ
ービス提供契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記
したものです。 
 当サービスの利用は、原則として要支援認定の結果｢要支援｣と認定された方
が対象となります。 

  
１ 訪問介護サービスを提供する事業者について 

事業者名称 社会福祉法人 秀幸福祉会  

代表者氏名  理事長 中尾 巖 

所在地 
（連絡先） 

大阪府茨木市庄二丁目７番３５号 
電話０７２－６３１－５１５１ ＦＡＸ０７２－６３１－５１４１ 

２ ご契約者へのサービス提供を担当する事業所について  
 (1)事業所の所在地等 

事業所名称 高槻エルダーセンター 

介護保険指定 
事業者番号 

 平成１８年４月１日 大阪府指定   
（第２７７０９０１７４８号） 

事業所所在地 大阪府高槻市東五百住町二丁目４番３２号 

管理者氏名   中世 勝久 

連絡先 
相談担当者名 

電話０７２―６９０―５１５１ ＦＡＸ０７２－６９０－５１４１ 
緊急時連絡先０８０－２４３１－３２６４ 
サービス提供責任者 高橋 かなめ 

事業所の通常の 
事業実施地域 

 高槻市 

 (2)事業の目的および運営方針 

事業の目的 

 

 

高槻エルダーセンター(以下｢事業所｣という。)において実施する指定介

護予防訪問サービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び管

理運営に関する事項を定め、要支援状態にあるご契約者に対し、指定介

護予防訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、ご契約者の意志及び

人格を尊重し、ご契約者の立場に立った適切な指定介護予防訪問サービ

スの提供を確保することを目的とする。 

運営方針 

 

 

 

事業所が実施する事業はご契約者の心身機能の改善、環境調整等を通じ

てご契約者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービスを行い、

ご契約者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、ご契約

者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。 



  
(3)サービス提供可能な日と時間帯 

営 業 日 祝日含む月曜日～土曜日 (１月１日～３日を除く) 

営 業 時 間  ８時～２０時 

  
 
 (4)事業所窓口の営業日及び営業時間 

営  業  日 祝日含む月曜日～土曜日 (１月１日～３日を除く) 

営 業 時 間  ９時～１７時１５分 

  
 
(5)事業所の職員体制 
事業所の管理者  中世 勝久 

 
職   種 職 務 内 容 配 置 基 準 

サービス提供責任者 

利用申込みに係る調整 

訪問介護員の技術指導 

介護予防訪問介護計画の

作成 

利用者の数が４０又は

その端数を増すごとに

１人以上 

      

訪問介護職員 介護予防訪問介護の提供  常勤換算で 2.5以上 

 
３ 提供するサービスの内容と料金および利用料について 
 
 (1)提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類      サ ー ビ ス の 内 容 

食事介助 食事の介助を行います。 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

衣類着脱の介助 衣類の着脱の介助を行います。 

入浴の介助 入浴の介助を行います。 

身体の清拭洗髪 体を拭きます。（手浴、足浴、洗髪を行います） 

生活支援の為の 

見守り的援助 

利用者と一緒に手助けしながら行う調理その他の家事（安

全確認の声かけ疲労の確認を含む） 

その他 その他必要な身体の介護 

調理 ご契約者の食事の調理を行います。(ご家族分の調理は行い

ません) 

衣類の洗濯 

補修 

ご契約者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行

いません) 

住居等の掃除、

整理整頓 

ご契約者の居室の掃除を行います.(ご契約者の居室以外の

居室、庭等の敷地の掃除は行いません) 

買物 ご契約者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。

(預金、貯金の引き出しや預け入れは行いません) 

その他 その他必要な家事 

 

 

 



※介護予防訪問サービスは、自立支援の観点から、ご契約者が出来る限り自ら家事等を

行うことが出来る様に支援する事を目的としています。その為生活援助のサービスは、

例えばご契約者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、ご契約者が

その有する能力を最大限活用する事が出来るような方法によって行います。 

※サービスの実施頻度は、介護予防ケアマネジメント（ケアプラン）において、以下の

支給区分が位置づけられ、1週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏

まえ、訪問型サービス計画において具体的な実施日、1回あたりの時間数や実施内容

等を定めます。但し、ご契約者の状態の変化、訪問型サービス計画に位置付けられた

目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。その際サービス提

供量が、訪問型サービス計画に定めた実施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、

介護予防支援事業者と調整の上、支給区分の変更、訪問型サービス計画の変更又は要

支援認定の変更、要介護認定の申請の援助等必要な支援を行います。 

 

支給区分 1週間あたりのサービス提供回数 

訪問型サービスⅠ 週１回程度 

訪問型サービスⅡ 週２回程度 

訪問型サービスⅢ 週２回を超える程度 

 

（２）提供するサービスの料金とその利用料について 
利用料は 1ヵ月ごとの定額制です。訪問型サービス計画において位置づけられた支

給区分によって次のとおりとなります。 

ご契約者の体調不良や状態の改善等により訪問型サービス計画に定めた期日より

も利用が少なかった場合、又は訪問型サービス計画に定めた期日よりも多かった場

合であっても、日割りでの割引又は増額はしません。 

 

支給区分 訪問型サービスⅠ 訪問型サービスⅡ 訪問型サービスⅢ 

１.  単位数 1176単位 2349単位 3727単位 

２．利用料金 12,747円 25,463円 40,400円 

 

※自己負担額は介護保険負担割合に応じた額をお支払い頂きます。 

※月ごとの定額制となっているため、月の途中からの利用開始、月の途中で終了し 

た場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行い

ません。 

①月途中に要介護から要支援に変更になった場合 

②月途中に要支援から要介護に変更になった場合 

③同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

④新規利用で月途中からご利用になった場合 

※月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基

づいて利用料を計算します。 

※新規に訪問型サービス計画を作成したご契約者に対して、初回に実施した介護予防訪

問サービスと同月内に、サービス提供責任者が、自ら介護予防訪問サービスを行う場

合又は他の訪問介護員等が介護予防訪問サービスを行う際に同行した場合に初回加

算（２００単位）が算定されます。 

 入院等で 2か月以上休止した場合についても、再開時に初回加算が算定されます。 

※介護職員処遇改善加算などとして、 

介護職員等改善加算Ⅰ（ロ）（単位全体の 28.7％） 



４ その他の費用について 

① 交通費 

ご契約者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求

いたします。 

※交通費に関して、自動車を使用した場合、地図平面上直線距離にして 

（１） 事業所から片道おおむね５キロメートル未満：３００円 

（２）事業所から片道おおむね５キロメートル以上１０キロメートル未満：４００円 

（３）事業所から片道おおむね１０キロメートル以上：５００円  

② サービス提供にあたり必要となるご契約者の居宅で使用する備品等（電気、

ガス、水道）は無償で使用させていただきます。 

 

５ 利用料、その他の費用の、請求および支払い方法について 

① 利用料、その他の費用の請求 

ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用

はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとに請求いたします。 

イ 請求は末締めとし、請求書を利用月の翌月１０日以降にお渡ししま 

  す。 
② 利用料、その他の費用のお支払い 

ア 介護利用料は、利用月の翌月２７日・介護保険外利用料は利用月の
翌月２２日にご利用の金融機関口座より引落しさせていただきます。 

イ お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管 
   をお願いします。 
 ウ 「預金口座振替依頼書」の不備や残高不足等により、引落し出来な

かった場合は、月末までに指定の口座に振り込みをお願いいたし
ます。 

   （振込手数料はご負担願います） 
 
※利用料その他の費用の支払いについて、支払い期日から２ヶ月以上遅延
し、さらに支払いの督促から１４日以内にお支払いがない場合には、契
約を解約した上で、未払い分をお支払いいただくことになります。 

 
６ サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっ

ては複数の訪問介護員が交替してサービスを提供する場合があります。 

（２）訪問介護員の交替 

① ご契約者からの交替の希望 

ご契約者のご事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、相

談担当者まで、ご相談ください。 

※担当ヘルパーの変更に関しましては、ご契約者のご希望を尊重して

調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえな

い場合もありますことを予めご了承ください。 



②事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の事情や、長期にわたる担当者のサービスの活性化のために、

訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合は

利用者ご契約者及びそのご家族に対してサービス利用上の不利益が生

じないよう十分に配慮します。 

７ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① ご契約者及びその家族に関

する秘密の保持について 

 

  
事業者は、ご契約者の個人情報について「個

人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省
が策定した「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱いに努めるためのガイ
ダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるも
のとします。 
事業者及び事業者の使用する者は、サービ

ス提供をする上で知り得たご契約者及びその
ご家族に関する秘密を正当な理由なく、第三
者に漏らしません。 
この秘密を保持する義務は、契約が終了し

た後も継続します。 

②  個人情報の保護について 

 
 
 

 事業者は、ご契約者から予め文書で同意を
得ない限り、サービス担当者会議において、
ご契約者の個人情報を用いません。また、ご
契約者のご家族の個人情報についても、予め
文書で同意を得ない限り、サービス担当者会
議でご契約者のご家族の個人情報を用いませ
ん。 
事業者は、ご契約者及びそのご家族に関す

る個人情報が含まれる記録物については、善
良な管理者の注意をもって管理し、また処分
の際にも第三者への漏洩を防止するものとし
ます。 

 

８ 緊急時の対応方法について 

サービス提供中にご契約者に緊急の事態が発生した場合、ご契約者の主治医に

ご連絡するとともに、予め指定する連絡先にも連絡します 

主 

治

医 

ご契約者の主治医  

所属医療機関名称  

所在地及び電話番号  

ご

家

族

等 

緊急連絡先のご家族等  

住所及び電話番号  



 

９ サービス提供に関する相談、苦情について 

(1) 苦情処理の体制及び手順 

ア 提供した介護予防・日常生活支援総合事業介護予防訪問サービスに係る

利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置

します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のと

おりとします。 

・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況詳細を把握する為状況の聞 

き取りや事情の確認をおこなう。 

・管理者は従業者に事実関係を行う。 

・相談担当者は把握した状況を管理者とともに検討を行い、時下対応を決 

定する。 

・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行なうとともに、 

 利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。（時間を要する内容もそ 

の旨を翌日までには連絡する。 

 

(2) 苦情申立の窓口 

【事業者の窓口】 
社会福祉法人 秀幸福祉会 
高槻エルダーセンター 
担当者 中世 勝久 

所在地 高槻市東百五百住町二丁目４―３２ 

電話  ０７２－６９０－５１５１ 

ＦＡＸ ０７２－６９０－５１４１ 

受付時間 午前９時００分～午後５時１５分 

【市町村の窓口】 
高槻市 
健康福祉部福祉指導課 

所在地 高槻市桃園町２番１号 

電話  ０７２－６７４－７８２１ 

ＦＡＸ ０７２－６７４－７８２０ 

受付時間 午前８時４５分～午後５時１５分 

【市町村の窓口】 
 高槻市 
 健康福祉部長寿介護課 

所在地 高槻市桃園町２番１号 

電話  ０７２－６７４－７１６７ 

ＦＡＸ ０７２－６７４－７１８３ 

受付時間 午前８時４５分～午後５時１５分 

【公的団体の窓口】 
大阪府国民健康保険団体連合会 
介護保険室介護保険課 

所在地 大阪市中央区常磐町１丁目３番８号 

           中央大通ＦＮビル内 

電話  ０６－６９４９－５４１８ 

ＦＡＸ ０６－６９４９－５４１７ 

受付時間 午前９時００分～午後５時００分 

【公的団体の窓口】 
大阪府社会福祉協議会 
 運営適正化委員会 
 福祉サービス苦情解決委員会 

所在地 大阪市中央区谷町７丁目４番１５号 

         大阪府社会福祉会館２階 

電話  ０６－６１９１－３１３０     

ＦＡＸ ０６－６１９１－５６６０ 

受付時間 午前１０時００分～午後４時００分 

 



 

１０ 事故発生時の対応措置について 

当事業所がご契約者に対して行う介護予防訪問サービスの提供により、事

故が発生した場合は、速やかにご契約者のご家族・市町村等に連絡を行う

とともに,必要な措置を講じます。 

また、当事業所がご契約者に対して行った介護予防訪問サービスの提供に

より、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

なお事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

 保険会社名   あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 保険名     損害賠償保険                       

 

 

１１ 高齢者虐待防止について 

   事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するた

め、次の各号に揚げる措置を講じるものとする。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも

に、その結果について従業者に周知徹底を図る。 

（２）虐待の防止のための指針を整備をすること。 

（３）従業者に対し、他虐待防止のための研修を定期的に（年 1回以上）に

実施する。 

（４）虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家

族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発

見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

（その他運営に関する重要事項） 

 

 

１２ 衛生管理及び感染症の対策等 

   訪問介護員（従事者）等清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに 

   事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。 

    事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲

げる。 

 

  （１）感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をお

おむね 6 ヶ月に一回以上開催するとともに、その結果について従業

者に周知徹底を図る。 

  （２）感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

  （３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修を定期

的（年一回以上）実施する。 

 



１３ 非常災害対策 

 （１）事業所に災害対策に関する担当者を置き、非常災害対策に関する取り 

    組みを行います。 

       非常対策に関する担当者： 中世 勝久 

 （２）非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への 

    通報および連携体制を整備してそれらを定期的に従業員に周知します。 

 （３）年２回定期的に避難救出その他必要な訓練を実施します。 

 

１４ 業務継続計画の策定等について  

(１) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護の提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措

置を講じます。  

(２) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。  

(３) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行います。 

  

１５ ハラスメント対策について  

  事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働

環境が築けるようハラスメント防止に向け取り組みます。  

①事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要か

つ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。  

1.身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為  

2.個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりす 

 る行為  

3.意に沿わない性的行動、行為的態度の要求等、性的ないやがらせ行為  

上記は当該法人職員、取引先事業者の方、利用者及びその家族等が対 

象となります。  

②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再 

 発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止を検討します。  

③職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実 

 施します。  

 また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状 

 況の把握に努めます。  

④ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、 

環境改善に対する必要な措置、利用契約の解除等の措置を講じます。 



 重要事項説明の年月日 

 

この重要事項説明書の説明年月日        年   月   日 

 

上記内容について、「高槻市指定介護予防訪問サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める要綱」「高槻市介護予防・日常生活支援総合事業

実施要綱」の規定に基づき、ご契約者に説明を行いました。 

 

事 

 

業 

 

者 

所 在 地  茨木市庄二丁目７－３５ 

法 人 名  社会福祉法人 秀幸福祉会 

代表者名 理事長 中尾 巖               印 

事業所名  高槻エルダーセンター 

説明者氏名                        印 

 

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

 

ご契約者 

住 所 

 

 

氏 名                   印 

 

代理人 

住 所 

 

 

氏 名                   印 

【ご契約者との関係：                     】 


